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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成25年7月11日(2013.7.11)

【公開番号】特開2011-247975(P2011-247975A)
【公開日】平成23年12月8日(2011.12.8)
【年通号数】公開・登録公報2011-049
【出願番号】特願2010-119041(P2010-119041)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  27/02     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  17/08     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/64     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  27/02    　　　Ｚ
   Ｇ０２Ｂ  17/08    　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ   5/64    ５１１Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成25年5月22日(2013.5.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を表示する表示部と、
　一方の目よりも他方の目に近い第１の端部と前記他方の目よりも前記一方の目に近い第
２の端部とを有する凹面ミラーと、
　前記表示部と前記凹面ミラーとの間に配置され、前記表示部からの入射光の一部を透過
させるとともに前記表示部からの入射光の他の一部を反射させる光学部と、
　前記凹面ミラーで反射された光を前記一方の目に導く第１光学系と、
　前記光学部で反射された光を前記他方の目に導く第２光学系とを備え、
　前記第１の端部は、前記第２の端部よりも前記表示部に近く、
　前記凹面ミラーの曲率は、前記第２の端部よりも前記第１の端部で大きく、
　前記光学部は、
　前記表示部側の第１凸面と前記凹面ミラー側の第２凸面とを有する透明基体と、
　前記第２凸面を覆う半透過層とを有し、
　前記第２凸面は、前記一方の目よりも前記他方の目に近い第３の端部と前記他方の目よ
りも前記一方の目に近い第４の端部とを有し、
　前記第４の端部は、前記第３の端部よりも前記表示部に近く、
　前記第２凸面の曲率は、前記第３の端部よりも前記第４の端部で大きい、
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２】
　前記第１光学系は、第２凹面ミラーを含み、
　前記第２光学系は、第３凹面ミラーを含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項３】
　前記第２凹面ミラーは、第５の端部と第６の端部を有し、
　前記第５の端部は、前記第６の端部より前記一方の目に近く、
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　前記第２凹面ミラーの曲率は、前記第６の端部から前記第５の端部にかけて徐々に大き
くなっており、
　前記第２凹面ミラーは、第７の端部と第８の端部を有し、
　前記第７の端部は、前記第８の端部より前記他方の目に近く、
　前記第３凹面ミラーの曲率は、前記第８の端部から前記第７の端部にかけて徐々に大き
くなっている、
　ことを特徴とする請求項２に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項４】
　前記第１光学系は、反射面が平面である第１全反射ミラーと、反射面が平面である第２
全反射ミラーと、をさらに含み、
　前記第２光学系は、反射面が平面である第３全反射ミラーと、反射面が平面である第４
全反射ミラーと、をさらに含み、
　前記凹面ミラーで反射された光は、前記第２全反射ミラーにより反射され、
　前記第２全反射ミラーで反射された光は、前記第１全反射ミラーにより反射され、
　前記第１全反射ミラーで反射された光は、前記第２凹面ミラーにより反射されて前記一
方の目に導かれ、
　前記光学部で反射された光は、前記第４全反射ミラーにより反射され、
　前記第４全反射ミラーで反射された光は、前記第３全反射ミラーにより反射され、
　前記第３全反射ミラーで反射された光は、第３凹面ミラーにより反射されて前記他方の
目に導かれる、
　ことを特徴とする請求項２又は請求項３に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項５】
　前記第１光学系及び前記第２光学系は、画角の調整可能に構成されてなる、
　ことを特徴とする請求項４に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項６】
　前記第１光学系及び前記第２光学系は、画面サイズの調整可能に構成されてなる、
　ことを特徴とする請求項４に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項７】
　第１レンズと、第２レンズと、をさらに備え、
　前記第２凹面ミラーは、前記第１レンズに固定されており、
　前記第３凹面ミラーは、前記第２レンズに固定されてなる、
　ことを特徴とする請求項２乃至請求項６のいずれか１項に記載のヘッドマウントディス
プレイ。
【請求項８】
　前記第１レンズ及び前記第２レンズは、光を透過可能であり、
　前記第２凹面ミラー及び前記第３凹面ミラーは、ハーフミラーである、
　ことを特徴とする請求項７に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項９】
　前記凹面ミラーの曲率は、前記第２の端部から前記第１の端部へかけて徐々に大きくな
り、
　前記第２凸面の曲率は、前記第３の端部から前記第４の端部へかけて徐々に大きくなる
、
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載のヘッドマウントディス
プレイ。
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